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マ ンショ ンの長命化と改善に向け法の整備を

目本マ ンショ ン学会 会長 山 本

ここ 数年の 間にマ ン ショ ン に関する 様々 な 法が整備 され、 「マ

ン ショ ン 管 理 適 正 化 法」、
「マ ン シ ョ ン建 替 え円 滑 化 法」、

区 分 所 有

法改 正の中 で ｒ建替 え条項」 な どが制 定、 改訂、 施 行された。 こ

れら一連のマ ンショ ン関連法 （俗 にマンショ ン三法という） の整

備 は、 マ ンショ ンの 管理が如何 に難 しいか、 と 同時にこれ
ま で法

的な対応が 立ち遅れていたこと をも物語る。

しかし、 それら法の整備 を以って しても、 ４百万戸を
越 えた既

存マ ンショ ンの管理 を長期 的に見た場合、 必ず しも
的を得たとは 一

いえない面がある。 特に、 今回ひとき わ重視
されたのがマ ンショ

ンの建替えを し易く するための措 置であるが、 これで期待するよ

うな建替えが でき るかとい えば、 よほど条件の整ったマ ンショ ン

去 一
胃 二

を除き、 大多数はより適切
な管理を推進できる よう、 当面は

「管理適正化法」 とその 「指針」 に期待する

しか方法 はな さそうである。

一方、 仮にス トック の管理自体が
一 定の水 準に至ったと して も、 長経年マ ンショ ンのさ らな る長命 化へ

の手立て や、 その時代の新 たな供給マン ショ ンとの格 差是
正、 住宅水準の向 上、 場合によって は住 目的自

体 の 一 部 変 更 な ど の 取 組 み が 必 要 と な る
。
ス ト ック の 長 命 化 と 改 善 は、

「ス ク ラ ッ プ ・ ア ン ド・ ビル ド」

から 「ス トック 重視」 による 地球環境への配慮 からも 重要な視点である。 国土交通省では、
建替えとのバ

ランス上の政策課題 と して、 最近
「マン ション再生マ ニュ アル」 を刊行 し、 その中 でス トックの

様々 な改

善事例を提起 したが、 それ らの中 の大掛かり な改善を管理組合 が実行 するために は、
法律上の担保、 ある

し
一
、は 支 援 策 が 不 可 欠 で あ る。

しか し、 現在の３法で は、 管理 の維持
や建替え は出 来て も、 そう した取組みへ の政策上の支援策 は講 じ

られ ない。 そこ で筆者 は、 区分 所有法の
「建替え条 項」 や、 「建替 え円 滑化法」 に 匹敵する

「マ ンショ ン
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長命化・ 再生法」 （こ の場合、 再生に建替え は含め ない） を提言 したい。

マ ンションの管 理は極 めて複雑である。 中でも最 も難 しいのが、
「区分所有者 の合意なく して何事 も進

まない」 こと である。 区分所有であり なが ら、 同時 に共有杜会でもあるとい うロ ジックは、 単なる居住形

態とい うより は、 む しろ運命共同体 というべきであろう。 しかも私有財産 であり ながら、 かつ都市の構成

要素と して存立 してい るということ は、 その所有者たちの自由 意思のみに任せ られ ない重要な要因 をも併

せ 持 っ て い る こ と に な る。

建 替えを し易くする ための多数決論理の 導入や、 様々な支援策 を法によって整備 したのは、 そう したマ

ンショ ン特有の条件 があるか らである。 しか し、 ス トックを長命化させ、 それ に伴 って起る様々 な改善策

になると、 区分所有法による 重要議決事項を超えるもの の多く は民法の原則 に戻っ て全員の合意が 必要と

なり、 法律 上の支援策 は未整備 である。 長 経年マ ンションス トックの 区分所有者とそ の管 理組合が、 建替

えか、 改修や一部使用変 更による更なる長命化 か、 を自由に選択 できる ためには、 後者を射程 に入 れた法

の整備が 急務である。 さらに、 マ ンショ ンに 限らず、
「物や環境 に対 してス トック を大事 に使う」 国 民的

合意を得るよう、 国策と して進 める ことが今こそ求め られる べき である。

研 究 会 報 告

日本 マ ン ショ ン 学会 に は、 八部 門 の研 究会 が設 置 され て いま す。 そ こで、 本 号 では
五部 門 の 研究 会活 動 を紹

介 しま す。 各 研 究会 へ の参 加 は、 本会 会員 に 広く 公開 さ れて いま す ので、 奮 って
ご参 加 してく だ さい。

マ ン ショ シ判 例 研究 会

地道な活動を営々と

鎌 野 邦 樹

当 研 究 会 で は、 年 に ４，
５ 回 程 獲

、
学

士会館を会場として研究会を開催し、

最近のマンションの関連判例を検討し

て い る。

現 在、 メ ン
バ ー は １９ 名 で あ り、 毎 回

１０ 名 程 度 が 出 席 し て い る。 各 回、 あ ら

か じ め害１１り 当 て ら れ た 報 告 者 が ３０～

４０分報告し、その後に出席者全員で１

時間程度議論をするという方式で進 め

ている。 そこで取り上げられた裁判例

については、 基本的に報告者が当研究

会の議論をも踏まえっっ、 ただし個人

の 責 任 に お い て、 随 時、 マ ン シ ョ ン 学

に 執 筆 す る こ と に よ っ て、
ま た
、
毎 年

の 大 会 に お い て 報 告 す る こ と に よ っ て、

マンション学会の全会員に当研究会の

研究成果を報告 し、 評価を受けること

に し て い る。

最近取り上げた裁判例と しては、 団

地関係の成否 に関する損 害賠償事 件

（福 岡 高 裁 平 成 １５ 年 ２ 月 １３ 目 判 決、

報 告 者 ・ 竹 田 智 志、 マ ン シ ョ ン 学 １８

号）、住宅都市整備公団値下げ販売事件

（東京地裁平成１５年２月３目判決、報

告 者 ・ 大 野 武、 マ ン ショ ン 学 １８ 号）、

店舗住宅複合型マンションにおける店

舗営業時間をめぐる規約無効確認事件

（東 京 高 裁 平 成 １５ 年 １２ 月 ４ 目 判 決、

報告者・鎌野邦樹、
千葉大学法学論集

１９ 巻 １ 号） な ど で あ る。

なお、 入会地の売却代金債権の掃属

に関する不当利得返還請求事件 （最高

裁 平 成 １５ 年 ４ 月 １１ 日 判 決
、
報 告 者 ・

鎌 野 邦 樹、 私 法 判 例 リ マ ー ク ス ２００４

年上半期号） についても、 入会地にお

ける共同所有とマンションにおける共

同所有 （共用部分および敷地の共有）

との比較の観点から取り上げられた。

マ ン シ ョ ン に お け る 間 題 ・ 紛 争 の う

ち、 裁 判 所 で 争 わ れ、 判 決 が 下 さ れ る

ま で 至 る 事 例 は、 そ の ご く 一 部 に し か

過 ぎ な い。 し か し、 マ ン シ ョ ン 判 例 の

研 究 は、 マ ン シ ョ ン の 管 理 や、 紛 争 の

予防等の実務 上の観点からも、 きわめ

て 重 要 で あ る。 した が っ て、 マ ン シ ョ

ン判例の研究は、 本学会の使命である

マ ン シ ョ ン 学 研 究 に と っ て、 地 道 で は

あ る が、 不 可 欠 な 領 域 で あ る と 思 わ れ

る。 当 研 究 会 で は、 今 後 も こ の よ う な

地道な研究活動を営カと続けていきた

い と 考 え て い る。

な お、 ｌＯ 月 ７ 目 に は、 ホ ッ ト な 話 題

である 「管理費の消滅時効に関する最

近の最高裁判決」 を取り上げた。

この後の開催予定は１２月３目（於 学

士会館）。当研究会以外の会員の多くの

参 加 を 期 待 し て い る。

（連 絡 先・千 葉 大 学 研 究 室・鎌 野 ま で、

Ｆ 収 ０４３＿２９０＿２４２１）

登記実務研究委員会

名 称変更を含めた再編を検討

上 野 義 治

当委員会は、 毎年の
ように整理の対

象に上げられるが、 廃止するとなれぱ

多 く の や り 残 し が 気 に な る も の で あ る。

出直し委員会のメ ンバーは、 登記実務

に関わる土地家屋調査士、 司法書士を

中心に、約２０人の会員で構成している

が
、
全国に分散 して研究会が定例化で

き ず、 こ の 数 年、 絞 り 込 ん だ テ ー マ で

の討議は進んでいない。 第９回 （大阪

大会） からは、 区分所有法の改正に向

けてマンション登記の問題点を 「共用

部分の公示」 を中心に議論 してきた。

とりわけ第１１回（名古屋大会）では「マ

ン シ ョ ン 登 記 は こ の ま ま で よ い か」 を

テ ー マ に 新 た な 問 題 提 起 を し た。

それは、 法定共用部分の特定あるい

は原始管理規約と公証人の機能などで

あ る が、 そ の と き の 基 調 講 演 で、 相 馬

計二氏は 『管理員室が、 区分所有法等

にいう建物の専有部分に当たらないと

された事例」 の分析につき、 対象物件

の客観的な性状を離れて
、
分離者の意

図 な ど を 探 求 し た 結 果、
「利 用 上 の 独

立性」 を否定し、 これを法
定共用部分

と す る 結 論 （最 判 平 ５・２・１２ 判 時 １４５９

号 １１１ 頁 ・ 判 タ ８１９ 号 １５３ 頁） に 対 し

て、登 記 実 務 で は、
「適 正 な 区 分 が 困 難
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な結果になる」 として強く槻判的な意

見 表 明 し て い る。

昨年度 （本年４月横浜大会） の分科

会では
、 不動
産登記法の改正に伴い登

記のオンライ ン申請について各方面か

らの報告を受け、 改正法が施行される

ま で の 問、 運 用 の 適 正 を 図 る た め に、

多く の意見集約に努める必要性が確認

さ れ て い る。

委員会は、 集合形式での開催が困難

で、 年次大会の際に分科会を引き受け

ていくのが精」杯というのが現状であ

る。
全国的に散在するメンバーが一堂

に会 して行う研究会は、 目程調整等に

無 理 が 伴 う の で、 少 な く と も ブ ロ ッ ク

単位にいわゆる近隣の会員同志が集っ

て議論するスタイルを推進したい。 顔

を合わせながら議論の場を持つことは、
課題の探求を深 め、 委員会活動の昏性

化 に つ な が っ て 好 ま し い が、 一 方 で は、

ＩＴ 杜会にふさわ しく ネッ トによる意

見の交換と情報の共有に対応したメ ー

リングリストの立ち上げを検討中であ

る。
さ ら に、 登 記 に 限 定 し な い で、 も

っ と 幅 広 く マ ン シ ョ ン に 関 わ る 司 法 ・

行政等の手続全般の実務を検言寸する委

員会に衣替えすることも視野に入れ、

あらゆる専門家に参加 してもらうため
、

名称変更も含めた変革とメ ンバー再募

集 も 検 討 し て い く竈

来る神戸大会 （来年４月） には、 改

正区分所有法と建替え円滑化法を中心

に ｒ建替えをめ ぐる登記の諸問題」 な

ど を テ ー マ に し な が ら、 分 科 会 を 引 き

受けることを前提に、 早急な準備体制

づ く り を は じ め た い。

マンション行政課題研究会

「管理適正化法」 の見直しを研究

穐 山 精 吾

当 研 究 会 は、 行 政 に お け る マ ン シ ョ

ンの諸課題について、 取組状況や普及

状況の把握と行政へのマンション問題

の取組への誘導策や実施すべき課題等

を 研 究 し て い る が、 最 近 は、 マ ン シ ョ

ンに関わる法律が矢継ぎ早に制定１施

行され、 さらに区分所有法も改正され

て一応の整備がされたことから
、
地方

自治体において法律上も行政業務とし

て な す べ き こ と が 拡 大 し て い る。

このような状況を受けて、 地方自治

体 で マ ン シ ョ ン 行 政 が ど の 程 度 浸 透 し、

かっどのように取り組まれているのか

に つ て 調 査 を 実 施 す る と と も に、 ２００３

年の当学会の大会において 「行政の取

組の動向」を分科会において発表 した。

また、 行政課題については多岐にわ

た る 研 究 を す る べ き と こ ろ で あ る が、

現 在、 当 研 究 会 は 「マ ン シ ョ ン 管 理 適

正 化 法」 に 焦 点 を 当 て、 マ ン シ ョ ン 管

理士にかかわる問題と して、 どのよう

な 資 格 で、 ど の よ う な 資 質 で、 あ る い

は 何 を 期 待 さ れ る の か を テ ー マ に、

２００１ 年 ３月 に は シ ン ポ ジ ュ ウ ム を 開 催、

さらに同年４月 には当学会の大会にお

い て 「マ ン シ ョ ン 管 理 士 ・ ア ドバ ィ ザ

］に求められるもの」 を課題に研究発

表し、 本年４月の横浜大会では 「マン

シ ョ ン 管 理 適 正 化 法」が ２００４ 年 に 見 直

し時期を迎えることから、 昨年来から

取り組んでいる作業状況を中間報告と

し て 分 科 会 で 発 表 し た。今 後 は、
ｒマ ン

ショ ン管理適正化法」 の見直 し結果を

近々発表するための作業を続けており、

まとまり次第発表する予定である。

Ｆ ン学錨理・研究委員会

神戸大会へ向けて準備

田 村 哲 夫

７月 に東京で１３名の出席を得てマン

ション管理士研究委員会を開催した。

２００４年度横浜大会で行われたマンショ

ン管理士と管理士会に関するアンケー

ト 報 告 を 受 け て、 ２００５年 度 神 戸 大 会 で

はどのような報告と論議をすべきかに

ついて検討した結果、 次のような方針

を 作 成 し た。

（１）当委員会では、 当学会は現場を重

視する学会である、 という特色を再確

認 し た 上 で、 マ ン シ ョ ン 管 理 士 と し て

現場から発信 し、 提言していく という

立場で、 神戸大会にむけて準備を開始

す る
。

横浜大会での分科会風景

（２） 現 実 に、 マ ン シ ョ ン 管 理 し と し

て 「ど の よ う な 契 約 を し て、 どの よ う

な業務をおこなってきたのか」 につい

て、 各地からの報告と今後に向けての

提言を受けることに し
、５名の侯補者が

内 定 し た。 そ の 上 で、 さ ら に 発 表 希 望

者 を 募 る。

（３） 発 表 の キ ー ワ ー ドと し て、 「行

政とともに どのように取り組むのか」

「管理組合の主体的形成にどのように

援助者として取り組むのか」 訂どのよ

う なネ ットワークを組めぱ有効なの

か」 を 採 択 し た。

（４） こ れ ら を 軸 に し て、 実 際 に ど の

ような業務を展開できているのかにつ

い て、 ま ず、
パ イ オ ニ ア 的 に 活 動 し て

いるマ ンション管理士が報告をおこな

う こ と と す る。

そ れ を 受 け て、 ど の よ う に す れ ば マ

ンション管理士を杜会的に活用するこ

とが可能かということのついての論議

を 期 待 す る。

（５〕 発表希望者は、 田村まで申 し出

る。 なお発表者には、 学会誌への原稿

執筆が義務っ けられる。
一 方
、 年 に

一 度 の 学 会 が
、
各 地 の マ

ンショ ン管理士にとって膝をつきあわ

せての大切な情報交換の場になってい

ることもあり
、 当委員会でも積極的に

情報交換や意見交換のための時間とス

ペースを用意することを検討すること

に し て い る。

ＰＳ． 目 本 マ ン シ ョ ン 学 会 員 で マ ン シ ョ

ン管理士の方ヘ

マンション管理士研究委員会ではマ

ン シ ョ ン 管 理 士 の メ イ リ ン グリ ス ト

を作成 しています。 参加ご希望の方

は田村までメールで ご連絡をお願い

しま す。

ａｔ８０３ｔａｍ ＠ ｍｂｏｘ．け ｏ
ｔｏ一㎞ｅｔ．ｏｒｊｐ

臼 本 マ ンシ ョ ン学 会 ２００４ 年 １０ 月 １５ 日




